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(57)【要約】
【課題】ＳＩＰがサポートされていない非ＳＩＰ情報端
末装置が通信回線を介して接続された場合に、非ＳＩＰ
情報端末装置に代行してＳＩＰセッションの確立及び切
断やＳＩＰメッセージの送信を行うことができるように
することで、非ＳＩＰ情報端末装置の通信の管理をＳＩ
Ｐを利用して行うことを可能にした。
【解決手段】回線終端装置２を介して通信回線１に接続
されているＳＩＰコンバータ３に非ＳＩＰ情報端末装置
４を接続して通信を行う場合、ＳＩＰコンバータ３を、
非ＳＩＰ情報端末装置４に代行してＳＩＰセッションの
確立及び切断やＳＩＰメッセージの送信を行うように構
成した。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回線終端装置を介して通信回線に接続されているＳＩＰコンバータに非ＳＩＰ情報端末
装置を接続して通信を行う場合、前記ＳＩＰコンバータを、前記非ＳＩＰ情報端末装置に
代行してＳＩＰセッションの確立及び切断やＳＩＰメッセージの送信を行うように構成し
たことを特徴とするＳＩＰコンバータ装置。
【請求項２】
　前記ＳＩＰコンバータは、前記非ＳＩＰ情報端末装置とデータを送受信する端末インタ
フェース部と、前記通信回線を介して接続された通信相手とのＳＩＰセッションの確立及
び切断、ＳＩＰメッセージの送信を行うＳＩＰセッション処理部と、ＳＩＰメッセージの
生成及び前記非ＳＩＰ情報とＳＩＰメッセージとの変換を行うデータ変換部と、前記ＳＩ
Ｐセッションの確立先、確立条件、切断条件、ＳＩＰメッセージの送信先及び送信条件を
設定するための構成情報記憶部と、これら端末インタフェース部、データ変換部、ＳＩＰ
セッション制御部及び構成情報記憶部を制御する制御部と、を有して構成したことを特徴
とする請求項１記載のＳＩＰコンバータ装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記端末インタフェース部への前記非ＳＩＰ情報端末装置の接続または
電源投入を感知して前記ＳＩＰセッション処理部にＳＩＰセッションを確立させると共に
、前記端末インタフェースへの前記非ＳＩＰ情報端末装置の切離しまたは電源切断を感知
して前記ＳＩＰセッション処理部にＳＩＰセッションの切断を行うように構成したことを
特徴とする請求項２に記載のＳＩＰコンバータ装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記端末インタフェース部への前記非ＳＩＰ情報端末装置の接続または
電源投入がなされた後スイッチまたはボタン等から構成されるセッション切替部のＯＮ動
作を感知することによって、前記ＳＩＰセッション処理部にＳＩＰセッションを確立させ
ると共に、前記端末インタフェースへの前記非ＳＩＰ情報端末装置の切離しまたは電源切
断が行われた後に前記スイッチまたはボタン等のＯＦＦ動作を感知することによって、前
記ＳＩＰセッション処理部にＳＩＰセッションの切断を行うように構成したことを特徴と
する請求項２に記載のＳＩＰコンバータ装置。
【請求項５】
　前記非ＳＩＰ情報端末装置がＵＳＢデバイスであり、当該ＵＳＢデバイスと前記端末イ
ンタフェース部とをＵＳＢケーブルにて接続して構成し、前記ＵＳＢケーブルの前記イン
タフェース部への接続または前記ＵＳＢケーブルにて接続されている前記ＵＳＢデバイス
の電源投入により、前記制御部は、前記ＳＩＰセッション処理部に、設定された通信相手
との間で自動的にＳＩＰセッションを確立し、前記ＵＳＢケーブルの抜去または前記ＵＳ
Ｂデバイスの電源切断により確立された前記ＳＩＰセッションを自動的に切断するように
制御することを特徴とする請求項２に記載のＳＩＰコンバータ装置。
【請求項６】
　前記非ＳＩＰ情報端末装置と前記端末インタフェース部とをシリアルインタフェースに
より接続しており、前記制御部は、前記非ＳＩＰ情報端末装置からの発呼要求を受信した
ことにより、前記ＳＩＰセッション処理部に、自動的に、ＳＩＰセッションを確立すると
共に、前記非ＳＩＰ情報端末装置からの切断通知の受信により確立した前記ＳＩＰセッシ
ョンを切断させるように制御することを特徴とする請求項２に記載のＳＩＰコンバータ装
置。
【請求項７】
　前記非ＳＩＰ情報端末装置と前記端末インタフェース部とをイーサネットにより接続し
ており、前記制御部は、前記非ＳＩＰ情報端末装置からのＴＣＰ転送許可要求により、前
記ＳＩＰセッション処理部に、ＳＩＰセッションを確立すると共に、前記非ＳＩＰ情報端
末装置からのＴＣＰ転送終了要求により確立した前記ＳＩＰセッションを切断させるよう
に制御することを特徴とする請求項２に記載のＳＩＰコンバータ装置。



(3) JP 2008-311905 A 2008.12.25

10

20

30

40

50

【請求項８】
　前記非ＳＩＰ情報端末装置と前記端末インタフェース部とをイーサネットにより接続し
ており、前記制御部は、前記非ＳＩＰ情報端末部からのＵＤＰフレームの受信により、前
記データ変換部に前記非ＳＩＰ情報端末装置からの非ＳＩＰ受信データをＳＩＰメッセー
ジに変換させ、前記通信回線を介して接続されている通信相手に送信するように構成した
ことを特徴とする請求項２に記載のＳＩＰコンバータ装置。
【請求項９】
　前記非ＳＩＰ情報端末装置と前記端末インタフェース部とを接点検出用ケーブルにより
接続しており、前記制御部は、前記非ＳＩＰ情報端末装置から前記接点検出用ケーブルを
介して受信した接点情報により、前記ＳＩＰセッション処理部にＳＩＰセッションの確立
及び切断を行わせるように制御したことを特徴とする請求項２に記載のＳＩＰコンバータ
装置。
【請求項１０】
　上記制御部は、前記接点検出用ケーブルの接点情報を監視して、当該接点情報の変化を
ＳＩＰメッセージにより通信回線を介して接続されている通信相手に送信するように構成
したことを特徴とする請求項９に記載のＳＩＰコンバータ装置。

                                                                              
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＳＩＰがサポートされていない非ＳＩＰ情報端末装置が通信回線を介して接
続された場合に、非ＳＩＰ情報端末装置に代行してＳＩＰセッションの確立及び切断やＳ
ＩＰメッセージの送信を行うことができるようにすることで、非ＳＩＰ情報端末装置の通
信の管理をＳＩＰを利用して行うことが可能にしたＳＩＰコンバータ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、通信回線を介して、ＳＩＰ情報端末装置を接続した場合、これら両ＳＩＰ情報端
末装置において、シグナリング方式やＩＰアドレス体系などが異なる場合でも、シグナリ
ングメッセージ及びメディアデータの中継以外に、前記両通信端末間の保留・転送・伝送
するパケットのシェーピング、キャッチホン、一斉放送の付加機能を可能にする付加機能
手段を備えたシグナリング中継装置を用いて、両ＳＩＰ情報端末装置間の通信を可能にす
る技術は知られていた(特許文献１参照)。
【特許文献１】特開２００６－１３５５２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、上記のように構成する技術は、ＳＩＰ情報端末同士の通信を可能とする場
合に限られており、ＳＩＰがサポートされていない非ＳＩＰ情報端末が通信回線を介して
接続されている場合には、通信相手とＳＩＰを利用してデータ通信を行うことができない
ため、ＳＩＰを利用した通信の管理も行うことができなかった。
【０００４】
　そこで、本発明は、かかる点に鑑み、ＳＩＰがサポートされていない非ＳＩＰ情報端末
装置が通信回線を介して接続された場合に、非ＳＩＰ情報端末装置に代行してＳＩＰセッ
ションの確立及び切断やＳＩＰメッセージの送信を行うことができるようにすることで、
非ＳＩＰ端末装置の通信の管理をＳＩＰを利用して行うことを可能にしたＳＩＰコンバー
タ装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係るＳＩＰコンバータ装置は、回線終端装置を介して通信回線に接続されてい
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るＳＩＰコンバータに非ＳＩＰ情報端末装置を接続して通信を行う場合、前記ＳＩＰコン
バータを、前記非ＳＩＰ情報端末装置に代行してＳＩＰセッションの確立及び切断やＳＩ
Ｐメッセージの送信を行うことができるように構成したことを特徴とするものである。
【０００６】
　ここで、非ＳＩＰ情報端末装置とは、例えば、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
、携帯オーディオプレーヤー或いはパソコン等を対象としている。
【０００７】
　かかる構成により、たとえＳＩＰコンバータに非ＳＩＰ情報端末装置が接続されていた
としても、ＳＩＰコンバータが非ＳＩＰ情報端末装置に代行してＳＩＰセッションの確立
及び切断やＳＩＰメッセージの送信を行うことで、非ＳＩＰ情報端末装置の通信の管理を
ＳＩＰを利用して行ことができることになる。
【０００８】
　また、本発明に係るＳＩＰコンバータ装置は、上記発明におけるＳＩＰコンバータにつ
いて、前記非ＳＩＰ情報端末装置とデータを送受信する端末インタフェース部と、前記通
信回線を介して接続された通信相手とのＳＩＰセッションの確立及び切断、ＳＩＰメッセ
ージの送信を行うＳＩＰセッション処理部と、ＳＩＰメッセージの生成及び前記非ＳＩＰ
情報とＳＩＰメッセージとの変換を行うデータ変換部と、前記ＳＩＰセッションの確立先
、確立条件、切断条件、ＳＩＰメッセージの送信先及び送信条件を設定するための構成情
報記憶部と、これら端末インタフェース部、データ変換部、ＳＩＰセッション制御部及び
構成情報記憶部を制御する制御部を有して構成することができる。
【０００９】
　かかる構成により、ＳＩＰコンバータに非ＳＩＰ情報端末装置が接続されている場合、
非ＳＩＰ情報端末装置から端末インタフェース部を介して与えられるトリガーにより、構
成情報記憶部に記憶されているＳＩＰセッションの確立及び確立条件に基づき通信回線を
介して接続された通信相手との間で、ＳＩＰセッション処理部にてＳＩＰセッションを確
立し、その後構成情報記憶部のＳＩＰセッションの切断情報に基づき、通信相手とのＳＩ
Ｐセッションを切断する、または同様に与えられるトリガーにより送信されてきた非ＳＩ
Ｐ情報を、データ変換部によってＳＩＰメッセージに変換し、構成情報記憶部の送信先情
報に基づきＳＩＰメッセージを送信することになり、この結果、たとえＳＩＰコンバータ
に非ＳＩＰ情報端末装置が接続されていたとしても、ＳＩＰコンバータが非ＳＩＰ情報端
末装置に代行してＳＩＰセッションの確立及び切断やＳＩＰメッセージの送信を行うこと
で、非ＳＩＰ情報端末装置の通信の管理をＳＩＰを利用して行うことができることになる
。
【００１０】
　また本発明は、上記発明において、前記ＳＩＰコンバータが、前記端末インタフェース
部を介して前記非ＳＩＰ情報端末装置からの受信データ及び前記通信回線を介して通信相
手からの受信データを一時的に格納するデータバッファ部を備えて構成するようにしても
よい。
【００１１】
　かかる構成によれば、データバッファ部によって、非ＳＩＰ情報端末装置からの受信デ
ータ及び通信回線を介して通信相手からの受信データを一時的に格納することができるこ
とから、通信相手との通信を効率よく行うことができる。
【００１２】
　また、本発明は、上記発明における制御部は、前記端末インタフェース部への前記ＳＩ
Ｐ情報端末装置の接続または電源投入を感知して前記ＳＩＰセッション処理部にＳＩＰセ
ッションを確立させると共に、前記端末インタフェースへの前記非ＳＩＰ情報端末装置の
切離しまたは電源切断を感知して前記ＳＩＰセッション処理部にＳＩＰセッションの切断
を行うように構成することができる。
【００１３】
　また、本発明は、上記発明における制御部は、前記端末インタフェース部への前記非Ｓ
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ＩＰ情報端末装置の接続または電源投入がなされた後スイッチまたはボタン等から構成さ
れるセッション切替部のＯＮ動作を感知することによって、前記ＳＩＰセッション処理部
にＳＩＰセッションを確立させると共に、前記端末インタフェース部への前記非ＳＩＰ情
報端末装置の切離しまたは電源切断が行われた後に前記スイッチまたはボタン等のＯＦＦ
動作を感知することによって、前記ＳＩＰセッション処理部にＳＩＰセッションの切断を
行うように構成することができる。
【００１４】
　また、本発明は、上記発明において、前記非ＳＩＰ情報端末装置がＵＳＢデバイスであ
り、当該ＵＳＢデバイスと前記端末インタフェース部とをＵＳＢケーブルにて接続して構
成し、前記ＵＳＢケーブルの前記インタフェース部への接続または前記ＵＳＢケーブルに
て接続されている前記ＵＳＢデバイスの電源投入により、前記制御部は、前記ＳＩＰセッ
ション処理部に、設定された通信相手との間で自動的にＳＩＰセッションを確立し、前記
ＵＳＢケーブルの抜去または前記ＵＳＢデバイスの電源切断により確立された前記ＳＩＰ
セッションを自動的に切断するように制御するように構成することができる。
【００１５】
　また、本発明は、上記発明において、前記非ＳＩＰ情報端末装置がＵＳＢデバイスであ
り、当該ＵＳＢデバイスと前記端末インタフェース部とをＵＳＢケーブルにて接続して構
成し、前記ＵＳＢデバイスから前記非ＳＩＰ情報を受信した際に、当該受信をトリガーに
、前記制御部は、前記ＳＩＰセッション処理部に当該通信相手とのＳＩＰセッションを自
動的に確立させるように制御するように構成することができる。
【００１６】
　また、本発明は、上記発明における制御部を、前記ＵＳＢデバイスのＵＳＢデバイスク
ラス等デバイスの種類識別情報により、当該ＵＳＢデバイスの種類毎に前記通信相手を変
更して、それぞれに対応したＳＩＰセッションを前記ＳＩＰセッション処理部に自動的に
確立させるように制御するように構成することができる。
【００１７】
　また、本発明は、上記発明において、前記ＵＳＢデバイスクラス等デバイスの種類識別
情報が、前記ＵＳＢデバイスに保存されているように構成することができる。
【００１８】
　また、本発明は、上記発明において、前記非ＳＩＰ情報端末装置と前記端末インタフェ
ース部とをシリアルインタフェースにより接続しており、前記制御部は、前記非ＳＩＰ情
報端末装置からの発呼要求を受信したことにより、前記ＳＩＰセッション処理部に、自動
的に、ＳＩＰセッションを確立すると共に、前記非ＳＩＰ情報端末装置からの切断通知の
受信により確立した前記ＳＩＰセッションを切断させるように制御するように構成するこ
とができる。
【００１９】
　また、本発明は、上記発明における制御部を、前記非ＳＩＰ情報端末装置からの発呼要
求を受信した時、コマンドとして受信した電話番号に基づいて当該通信相手をするための
ＳＩＰセッションを前記ＳＩＰセッション処理部に自動的に確立させるように制御するよ
うに構成することもできる。
【００２０】
　また、本発明は、上記発明において、前記ＳＩＰコンバータにＳＩＰセッションの確立
先を予め設定しておいた上で、前記制御部を、前記非ＳＩＰ情報端末装置からの発呼要求
時に当該通信相手の電話番号の通知を受けずに自動的にＳＩＰセッション処理部にＳＩＰ
セッションを確立させるように制御するように構成することができる。
【００２１】
　また、本発明は、上記発明における制御部を、前記シリアルインタフェースの制御信号
を監視して、当該制御信号の変化をＳＩＰメッセージにより通信回線を介して接続されて
いる通信相手に送信するように構成することができる。
【００２２】
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　また、本発明は、上記発明において、前記非ＳＩＰ情報端末装置と前記端末インタフェ
ース部とをイーサネット（登録商標）により接続した上で、前記制御部を、前記非ＳＩＰ
情報端末部からのＴＣＰ転送許可要求により、前記ＳＩＰセッション処理部に、ＳＩＰセ
ッションを確立すると共に、前記非ＳＩＰ情報端末部からのＴＣＰ転送終了要求により確
立した前記ＳＩＰセッションを切断させるように制御するように構成することができる。
【００２３】
　また、本発明は、上記発明において、前記非ＳＩＰ情報端末装置と前記端末インタフェ
ース部とをイーサネットにより接続した上で、前記制御部を、前記非ＳＩＰ情報端末装置
からのＵＤＰフレームの受信により、前記データ変換部に前記非ＳＩＰ情報端末装置から
の非ＳＩＰ受信データをＳＩＰメッセージに変換させ、前記通信回線を介して接続されて
いる通信相手に送信するように構成することができる。
【００２４】
　また、本発明は、上記発明における前記非ＳＩＰ情報端末装置と前記端末インタフェー
ス部とを接点検出用ケーブルにより接続しており、前記制御部を、前記非ＳＩＰ情報端末
装置から前記接点検出用ケーブルを介して受信した接点情報により、前記ＳＩＰセッショ
ン処理部にＳＩＰセッションの確立及び切断を行わせるように制御するように構成するこ
とができる。
【００２５】
　さらに、本発明は、上記発明における前記非ＳＩＰ情報端末装置と前記端末インタフェ
ース部とを接点検出用ケーブルにより接続しており、前記制御部を、前記接点検出用ケー
ブルの接点情報を監視して、当該接点情報の変化をＳＩＰメッセージにより通信回線を介
して接続されている通信相手に送信するように制御するように構成することができる。
【００２６】
　したがって、本発明は、電子カメラ、パソコン或いはＩＰ電話機以外の電話機等の非Ｓ
ＩＰ情報端末装置が、ＵＳＢケーブルやシリアルインタフェースやイーサネット或いは接
点検出用ケーブル等により接続されているとしても、ＳＩＰコンバータが非ＳＩＰ情報端
末装置に代行してＳＩＰセッションの確立及び切断やＳＩＰメッセージの送信を行うこと
で、非ＳＩＰ情報端末装置の通信の管理をＳＩＰを利用して行うことができることになる
。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明のＳＩＰコンバータ装置によれば、たとえＳＩＰコンバータに非ＳＩＰ情報端末
装置が接続されていたとしても、ＳＩＰコンバータが非ＳＩＰ情報端末装置に代行してＳ
ＩＰセッションの確立及び切断やＳＩＰメッセージの送信を行うことで、非ＳＩＰ情報端
末装置の通信の管理をＳＩＰを利用して行うことができることになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明の実施の形態を、図面を参照して詳述する。
【００２９】
　図１は、本発明に係る実施の形態を採用して、回線終端装置を介して通信回線に接続さ
れているＳＩＰコンバータに非ＳＩＰ情報端末装置を接続して通信を行う場合の一般的シ
ステム構成図である。
【００３０】
　図１によれば、通信回線１とＳＩＰコンバータ３とは、回線終端装置２を介して接続さ
れ、ＳＩＰをサポートしていない非ＳＩＰ情報端末装置４は、例えば、ＵＳＢケーブル、
シリアルケーブル、イーサネットケーブル、接点検出用ケーブル等のインタフェースによ
りＳＩＰコンバータ３に接続されている。
【００３１】
　図２はＳＩＰコンバータ３の機能構成図である。
【００３２】
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　図２によれば、ＳＩＰコンバータ３は、回線インタフェース部３０１と、端末インタフ
ェース部３０２と、データバッファ部３０３と、ＳＩＰセッション処理部３０４と、デー
タ変換部３０３と、ＳＩＰセッション切替部３０６と、構成情報記憶部３０７と、動作条
件設定部３０８と、制御部３０９とを有して構成している。
【００３３】
　回線インタフェース３０１は、通信回線１の接続や切断を制御し、データの送受信を行
う機能を有するものである。
【００３４】
　端末インタフェース部３０２は、非ＳＩＰ情報端末装置４とデータの送受信を行うと共
にインタフェースの制御信号線を監視する機能を有するものである。
【００３５】
　データバッファ部３０３は、非ＳＩＰ情報端末４からの受信データ及び通信回線１にて
接続される通信相手からの受信データを一時的に格納する機能を有するものである。
【００３６】
　ＳＩＰセッション処理部３０４は、通信回線１にて接続される通信相手とのＳＩＰセッ
ションの確立及び切断、ＳＩＰメッセージの送信を行う機能を有するもので、非ＳＩＰ情
報端末装置４からのトリガーにより自動的にＳＩＰセッションを確立及び切断、ＳＩＰメ
ッセージを送信する場合や、ＳＩＰセッション切替部３０６のスイッチやボタンを押下す
ることによって、ＳＩＰの確立及び切断、ＳＩＰメッセージの送信を行う場合とが考えら
れる。
【００３７】
　データ変換部３０５は、ＳＩＰメッセージの生成や非ＳＩＰ情報端末装置４側の非ＳＩ
Ｐ情報と通信回線１側のＳＩＰメッセージの変換を行う機能を有するものである。
【００３８】
　ＳＩＰセッション切換部３０６は、ＳＩＰセッションの確立、切断及びＳＩＰメッセー
ジの送信のトリガーとなるスイッチやボタンの機能を有するものである。
【００３９】
　構成情報記憶部３０７は、設定されたＳＩＰセッションの確立先や確立条件、切断条件
、ＳＩＰメッセージの送信先及び送信条件を記憶する機能を有するものである。
【００４０】
　動作条件設定部３０８は、構成情報記憶部３０７が記憶するＳＩＰセッション確立先や
確立条件等をユーザー側で設定する機能を有するもので、スイッチやキー等により構成し
ている。
【００４１】
　制御部３０９は、回線インタフェース部３０１、端末インタフェース部３０２、データ
バッファ部３０３、ＳＩＰセッション処理部３０４、データ変換部３０５、ＳＩＰセッシ
ョン切替部３０６、構成情報記憶部３０７及び動作条件設定部３０８の動作を制御する機
能を有するものである。
【００４２】
　次に、非ＳＩＰ情報端末装置４が通信回線１にて接続される通信相手とＳＩＰを利用し
データ通信を行う場合のＳＩＰコンバータ３の動作について説明する。
【００４３】
　先ず、非ＳＩＰ情報端末装置４が、パソコンやカメラ等の場合であって、インタフェー
スとしてＵＳＢを用いて接続されている場合における、通信を開始する手順について、図
３を用いて説明する。
【００４４】
　すなわち、ＳＩＰコンバータ３に非ＳＩＰ情報端末装置４がＵＳＢケーブルで接続され
、またはＵＳＢケーブルで接続した状態で非ＳＩＰ情報端末装置４の電源を投入すると、
ＳＩＰコンバータ３の端末インタフェース部３０２は非ＳＩＰ情報端末装置４をＵＳＢデ
バイスとして認識する。
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【００４５】
　このようにＵＳＢデバイスとして非ＳＩＰ情報端末装置４が認識されると、ＳＩＰセッ
ション処理部３０４が、動作条件設定部３０８より設定され且つ構成情報記憶部３０７に
記憶されている通信相手に通信回線１を介して自動的にＳＩＰセッション確立要求(INVIT
Eコマンド)を送信し、ＳＩＰセッションを確立する。
【００４６】
　その後、確立されたＳＩＰセッション上で、非ＳＩＰ情報端末装置４は通信相手とデー
タ通信を行うことができることになる。
【００４７】
　これにより、ＵＳＢケーブルを接続した状態で、またはＵＳＢケーブルを接続した状態
で非ＳＩＰ情報端末装置４の電源を投入することだけで、たとえＳＩＰコンバータ３に非
ＳＩＰ情報端末装置４が接続されていたとしても、ＳＩＰコンバータ３が非ＳＩＰ情報端
末装置４に代行してＳＩＰセッションの確立制御を行うことにより、非ＳＩＰ情報端末装
置４は通信相手と通信回線１を介して通信することができることになる。
【００４８】
　次に、ＳＩＰセッションがＵＳＢトランザクション開始時にＵＳＢデバイスである場合
の非ＳＩＰ情報端末装置４から送信されるＳＯＦパケットを受信した場合にセッション確
立を行なう場合を図４を用いて説明する。
【００４９】
　すなわち、端末インタフェース部３０２にて受信したデータは、一旦データバッファ部
３０３に格納され、ＳＯＦパケットであると判断されれば、前述と同様に、ＳＩＰセッシ
ョン処理部３０４によりＳＩＰセッションが確立されることになり、非ＳＩＰ情報端末装
置４は通信回線１を介し通信相手とデータ通信を行うことができることになる。
【００５０】
　かかる構成において、ＵＳＢケーブルを介して非ＳＩＰ情報端末４が常時接続されてい
るとしても常時データ転送を行わない場合には、ＳＯＦパケットの受信によりＳＩＰセッ
ションを確立することで、ＳＩＰセッションを効率的に使用することができる。
【００５１】
　ＳＩＰセッションの確立先は、認識されるＵＳＢデバイス名やＵＳＢデバイスクラス（
種類）やオーディオ、プリンタ等のＵＳＢデバイス毎に異なる通信相手とＳＩＰを利用し
たデータ通信が可能となり、上位のアプリケーションと連携することにより、様々なサー
ビスが実現できることになる。
【００５２】
　また、主にストレージデバイスの場合、接続されたＵＳＢデバイスに格納されているフ
ァイルの種別に応じて、ＳＩＰセッションの確立先を変更し、複数のデータ種別がある場
合は、その分のＳＩＰセッションを確立することも可能である。これにより、ＵＳＢケー
ブルを接続、またはＵＳＢケーブルで接続した状態で非ＳＩＰ情報端末装置４の電源を投
入するだけで、ＪＰＥＧ（Joint Photographic Experts Group）ファイルやMPEG２(Movin
g Picture Experts Group Phase 2)ファイル、或いは、ＭＰ３(MPEG Audio Layer-3)ファ
イル等のファイル種別毎に、異なる通信相手とＳＩＰを利用したデータ通信が可能となり
、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、携帯オーディオプレーヤー等をＳＩＰコンバ
ータ３に接続することで、様々なサービスを実現することができる。
【００５３】
　次に、図５を用いて、ＳＩＰ情報端末装置（ＵＳＢディバイス）４が一般的なデバイス
でなく、いままで使用されていない新しい機器のような場合に、このような機器が非ＳＩ
Ｐ情報端末装置４として接続されてしまい、ＳＩＰコンバータ３においてＵＳＢデバイス
として認識できないような場合の手順を説明する。
【００５４】
　図５によれば、非ＳＩＰ情報端末装置４がＳＩＰコンバータ３側においてＵＳＢデバイ
スとして認識されない場合でも、ＵＳＢデバイスであるとの認識を待たずに、端末インタ
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フェース部３０２が、非ＳＩＰ情報端末装置４が接続されたという情報に基づきＵＳＢデ
バイスであると認識し、ＳＩＰセッション処理部３０４が、動作条件設定部３０８より設
定され且つ構成情報記憶部３０７に記憶されている通信相手に自動的にＳＩＰセッション
確立要求（(INVITEコマンド)を送信し、ＳＩＰセッションを確立する。その後、非ＳＩＰ
情報端末装置４は通信回線１を介し通信相手とデータ通信を行うことになる。
【００５５】
　このように確立したＳＩＰセッションを切断する場合には、図６に示すように、端末イ
ンタフェース部３０２がＵＳＢケーブルを抜去した場合や非ＳＩＰ情報端末装置４の電源
断を検出したことをトリガーに、ＳＩＰセッション処理部３０４がＳＩＰセッション確立
先に自動的に切断通知(BYEコマンド)を通信回線１を介し通信相手に送信し、ＳＩＰセッ
ションが切断されることになる。
【００５６】
　さらに、通信相手への発呼手順には、発呼要求時に通信相手の電話番号をコマンドとし
て送信する方式（アドレスコール）と、通信相手の電話番号を予め設定しておき、発呼要
求により設定された電話番号に発呼する方式（ダイレクトコール）とがあるが、本発明は
いずれの場合にも適用可能である。
【００５７】
　すなわち、先ず、図７は、非ＳＩＰ情報端末装置４がシリアルインタフェースであり、
アドレスコール方式を採用した場合の通信を開始する手順について説明する。
【００５８】
　非ＳＩＰ情報端末装置４がシリアルインタフェースの場合には、当該発呼手順として、
Ｖ．２５ｂｉｓやＡＴコマンド等が一般に使用されているが、ＳＩＰコンバータ３の基本
的動作は同じである。
【００５９】
　この場合、非ＳＩＰ情報端末装置４は、データを送信する際に、端末レディ信号（ＥＲ
）をＯＮしてくるので、これを受けてＳＩＰコンバータ３は送信可信号（ＣＳ）を非ＳＩ
Ｐ情報端末装置４に返す（ＣＳ＝ＯＮ）。
【００６０】
　この結果、非ＳＩＰ情報端末装置４側で、「ＣＲＮ＊＊・・＊」というＣＲＮコマンド
として電話番号を送出してくることから、ＳＩＰセッション処理部３０４が、動作条件設
定部３０８より設定され且つ構成情報記憶部３０７に記憶されている通信相手に自動的に
ＳＩＰセッション確立要求(INVITEコマンド)を送信し、ＳＩＰセッションが確立される。
【００６１】
　ＳＩＰセッション確立後、端末インタフェース部３０２がデータレディ信号（ＤＲ）を
ＯＮに変化させることで、非ＳＩＰ情報端末装置４は通信回線１を介し通信相手とデータ
通信を行うことができる。
【００６２】
　データ通信後、当該データ通信を終了する手順は、図８に示すように、非ＳＩＰ情報端
末装置４からの端末レディ信号ＯＦＦ（ＥＲ＝ＯＦＦ）という切断要求を出し、これを受
けて、ＳＩＰコンバータ３はデータセットレディ信号ＯＦＦ（ＤＲ＝ＯＦＦ）を非ＳＩＰ
情報端末装置４に送信すると共に、ＳＩＰセッション処理部３０４が自動的にＳＩＰセッ
ションの切断通知としての「BYEコマンド」を通信相手に通信回線１を介して送信し、Ｓ
ＩＰセッションを切断することになる。
【００６３】
　次に、図９を用いて、発呼手順がＶ．２５ｂｉｓである場合のダイレクトコールによる
自動発呼動作について説明する。
【００６４】
　図９において、非ＳＩＰ情報端末装置４は、データ通信開始時、端末レディ信号（ＥＲ
）をＯＦＦからＯＮに変化させる。端末インタフェース３０２が、端末レディ信号（ＥＲ
）ＯＮを検出すると、ＳＩＰセッション処理部３０４は、予め動作条件設定部３０８より
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設定され、構成情報記憶部３０７に記憶されている通信相手に自動的にＳＩＰセッション
の確立要求(INVITEコマンド)を送信し、ＳＩＰセッションを確立する。
【００６５】
　このようにＳＩＰセッションが確立した後は、端末インタフェース３０２はデータセッ
トレディ信号（ＤＲ）をＯＮに変化させ、このデータセットレディ信号（ＤＲ）を非ＳＩ
Ｐ情報端末４が検出すると、非ＳＩＰ情報端末装置４は通信回線１を介して通信相手とデ
ータ通信を行うことができる。
【００６６】
　データ通信後、当該データ通信を終了する手順は、図８に示すアドレスコールの場合と
同様なので、詳細な説明を割愛する。
【００６７】
　次に、図１０において、ＳＩＰコンバータ３と非ＳＩＰ情報端末装置４との間に、ＣＳ
信号やＥＲ信号等が変化した場合において、この変化したという情報のみでＳＩＰコンバ
ータ３がＳＩＰメッセージを送信する場合の手順について説明する。
【００６８】
　すなわち、ＳＩＰコンバータ３が非ＳＩＰ情報端末装置４からの発呼要求により、ＳＩ
Ｐメッセージを生成し、通信回線１にて接続されている通信相手に自動的にＳＩＰセッシ
ョンの確立要求(INVITEコマンド)を送信し、ＳＩＰセッションを確立するというものであ
るが、ＳＩＰコンバータ３の端末インタフェース部３０２が非ＳＩＰ情報端末装置４の送
信する制御信号線の状態変化を検出し、ＳＩＰメッセージとして設定された通信相手に送
信することが可能となる。
【００６９】
　この結果、例えば非ＳＩＰ情報端末装置４が半二重通信のみをサポートしているような
場合でもＳＩＰを利用したデータ通信を行うことができることになる。半二重通信のみを
サポートしている非ＳＩＰ情報端末装置対向で通信を行うような場合、非ＳＩＰ情報端末
装置は対向装置からの送信許可を受けることでデータの送信が可能となる。本発明の構成
においては、ＳＩＰコンバータ３が非ＳＩＰ情報端末装置４の信号線を監視し、送信可信
号が変化したという情報をＳＩＰメッセージにして対向装置に送信することにより、通信
相手となる非ＳＩＰ情報端末装置がデータを送信できるようになる。
【００７０】
　次に、図１１において、ＰＣによりＴＣＰを使用する場合において非ＳＩＰ情報端末装
置４のインタフェースがイーサネットの場合におけるセッションを確立してデータ通信を
行う場合の手順について説明する。
【００７１】
　すなわち、非ＳＩＰ情報端末装置４においてデータ通信を開始した時、端末インタフェ
ース部３０２は非ＳＩＰ情報端末装置４からＩＰフレームを受信すると、データバッファ
部３０３にＩＰフレームを格納し、受信フレームのＩＰヘッダにより上位レイヤ（レイヤ
４）がＴＣＰ(Transmission Control Protocol)かＵＤＰ(User Datagram Protocol)かを
識別する。
【００７２】
　レイヤ４がＴＣＰであった場合には、ＴＣＰフレームの制御ビットのＳＹＮ（転送許可
要求）が有効であれば、ＳＩＰセッション処理部３０４は、構成情報記憶部３０７に記憶
されている通信相手に通信回線１を介して自動的にＳＩＰセッション確立要求(INVITEコ
マンド)を送信し、ＳＩＰセッションを確立する。
【００７３】
　その後、ＴＣＰのコネクションが確立され、非ＳＩＰ情報端末装置４は通信相手とデー
タ通信を行うことができることになる。
【００７４】
　データ通信終了時は、図１２に示すように、図１１に示すＴＣＰにてデータ通信を行っ
ていた場合は、非ＳＩＰ情報端末装置４からＴＣＰフレームの制御ビットのＦＩＮ（切断
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要求）が有効なフレームを受信することで、ＳＩＰセッション処理部３０４が通信相手に
自動的に切断通知(BYEコマンド)を送信し、ＳＩＰセッションの切断を実行する。
【００７５】
　次に、図１３において、ＰＣによりＵＤＰを使用する場合において非ＳＩＰ情報端末装
置４のインタフェースがイーサネットの場合におけるセッションを確立してデータ通信を
行う場合の手順について説明する。
【００７６】
　すなわち、非ＳＩＰ情報端末装置４においてデータ通信を開始した時、端末インタフェ
ース部３０２は非ＳＩＰ情報端末装置４からＵＤＰフレームを受信すると、データバッフ
ァ部３０３にＵＤＰフレームを格納し、データ変換部３０４はデータバッファ部３０３に
格納されたＵＤＰフレームをＳＩＰメッセージに変換し、ＳＩＰセッション処理部３０４
は、構成情報記憶部３０７に記憶されている通信相手に通信回線１を介して自動的にＳＩ
Ｐメッセージを送信し、非ＳＩＰ情報端末装置４は通信相手とデータ通信を行うことがで
きることになる。
【００７７】
　図１２に示すＵＤＰの場合は、ＳＩＰメッセージによるデータ転送のみのために、ＳＩ
Ｐセッションは確立しておらず、ＳＩＰセッションの切断も不要となる。
【００７８】
　また、本発明におけるＳＩＰコンバータ３は、非ＳＩＰ情報端末装置４から受信した接
点情報（電源スイッチ等の投入による電圧変化等接点状態の変化）によりＳＩＰセッショ
ンの確立及び切断を行うように構成することができる。
【００７９】
　すなわち、先ず、図１４において、非ＳＩＰ情報端末装置４のスイッチやボタンによる
接点情報を感知してセッション確立してデータ通信を行う場合の手順を説明する。
【００８０】
　すなわち、端末インタフェース部３０２が非ＳＩＰ情報端末装置４の接点情報を検出す
ると、この接点情報の検出をトリガーに、ＳＩＰセッション処理部３０４が構成情報記憶
部３０７に記憶されている通信相手に自動的にＳＩＰセッション確立要求(INVITEコマン
ド)を送信し、ＳＩＰセッションを確立させることになり、その後、非ＳＩＰ情報端末装
置４は通信相手とデータ通信を行うことができることになる。
【００８１】
　データ通信終了時は、図１５に示すように、接点の状態変化（電源スイッチが切断され
た場合等）を接点情報として、ＳＩＰセッション処理部３０４が通信相手に自動的にＳＩ
Ｐセッション切断通知(BYEコマンド)送信し、ＳＩＰセッションの切断を実行することに
なる。
【００８２】
　これにより、非ＳＩＰ情報端末装置４から受信した接点情報をトリガーにＳＩＰセッシ
ョンを確立し、ＵＳＢ等のインタフェースによりデータ通信を行う等、上位のアプリケー
ションと連携した様々なサービスを実現できることになる。
【００８３】
　例えば、非ＳＩＰ情報端末装置である赤外線センサーを利用した監視装置からの接点情
報を受信したＳＩＰコンバータ３が、警備会社とＳＩＰセッションを確立し、ＵＳＢイン
タフェースにて接続されたカメラの情報を警備会社に転送することで、警備会社は不法侵
入を発見できるといったサービスとしても利用できるのである。
【００８４】
　又、図１６に示すように、ＳＩＰセッションを確立せず、接点情報の変化をＳＩＰメッ
セージに変換し、通信回線１にて接続される通信相手に送信することも可能である。
【００８５】
　上記の例であれば、非ＳＩＰ情報端末装置である赤外線センサーを利用した監視装置か
らの接点情報を受信したＳＩＰコンバータ３が、警備会社にＳＩＰメッセージを送信する
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ことで、警備会社は不法侵入を発見できる。
【００８６】
　又、以上説明した実施の形態では、ＳＩＰセッション確立及び切断手順やＳＩＰメッセ
ージ送信手順は、非ＳＩＰ情報端末装置４の状態の変化をトリガーとして自動的にデータ
通信を行うことを想定したものであるが、これに限られるものではなく、例えば、図１７
に示すように、ＳＩＰコンバータ３自体にボタンやスイッチ等のＳＩＰセッション切換部
３０６を備え（図２参照）、ＳＩＰセッション切替部３０６をＯＮ動作（ボタンやスイッ
チの押下）することにより、構成情報記憶部３０７に記憶されている通信相手にＳＩＰセ
ッション確立要求(INVITEコマンド)送信し、非ＳＩＰ情報端末装置４は通信相手とデータ
通信を行うことができることになる。
【００８７】
　そして、図１８に示すように、ＳＩＰセッション切替部３０６によるＯＦＦ動作（ボタ
ンやスイッチの押下）によりＳＩＰセッション切断通知を送信するように構成することが
可能である。
【００８８】
　又、本発明におけるＳＩＰコンバータと通信相手との通信は、全てＳＩＰを利用して行
われるため、通信履歴の管理が容易である。したがって、通信サービスの利用者に対し課
金を行う場合、ＳＩＰセッションの接続から切断までのＳＩＰセッション確立時間を課金
対象とする課金方式をとることが容易に可能となる。ＳＩＰメッセージの場合は、送受信
したＳＩＰメッセージ数等を課金対象とすることができる。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明は、たとえＳＩＰコンバータに非ＳＩＰ情報端末装置が接続されていたとしても
、ＳＩＰコンバータが非ＳＩＰ情報端末装置に代行してＳＩＰセッションの確立及び切断
やＳＩＰメッセージの送信を行うことができることになるため、ＳＩＰがサポートされて
いない非ＳＩＰ情報端末装置が通信回線を介して接続された場合に、非ＳＩＰ情報端末装
置の通信の管理をＳＩＰを利用して行うことを可能にしたＳＩＰコンバータ装置等に最適
である。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の実施の形態を採用して、回線終端装置を介して通信回線に接続されてい
るＳＩＰコンバータに非ＳＩＰ情報端末装置を接続して通信を行う場合の一般的システム
構成図である。
【図２】図１におけるＳＩＰコンバータの機能構成図である。
【図３】本発明に係る実施の形態による非ＳＩＰ情報端末をインタフェースとしてＵＳＢ
を用いて接続されている場合の通信を開始する手順を示したシーケンス図である。
【図４】本発明に係る実施の形態によるＳＩＰセッションがＵＳＢトランザクション開始
時にＵＳＢデバイスである場合の非ＳＩＰ情報端末装置から送信されるＳＯＦパケットを
受信した場合にセッション確立してデータ通信を行う場合の手順を示したシーケンス図で
ある。
【図５】本発明に係る実施の形態によるＳＩＰ情報端末装置として、ＳＩＰコンバータが
ＵＳＢデバイスとして認識できないような場合にセッション確立してデータ通信を行う場
合の手順を示したシーケンス図である。
【図６】図５において確立されたＳＩＰセッションを切断する場合の手順を示したシーケ
ンス図である。
【図７】本発明に係る実施の形態による非ＳＩＰ情報端末をシリアルインタフェースを用
いて接続されている場合における、通信を開始する手順を示したシーケンス図である。
【図８】図７において確立されたＳＩＰセッションを切断する場合の手順を示したシーケ
ンス図である。
【図９】本発明に係る実施の形態による発呼手順がＶ．２５ｂｉｓである場合のダイレク
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【図１０】本発明に係る実施の形態によるＳＩＰコンバータ３と非ＳＩＰ情報端末装置と
の間に、ＣＳ信号やＥＲ信号等が変化した場合において、この変化したという情報の未で
ＳＩＰコンバータ３がＳＩＰメッセージを送信する場合の手順を示したシーケンス図であ
る。
【図１１】本発明にかかる実施の形態によるＰＣ等でＴＣＰを使用する場合において非Ｓ
ＩＰ情報端末装置４のインタフェースがイーサネットの場合におけるセッションを確立し
てデータ通信を行う場合の手順を示したシーケンス図である。
【図１２】図１１において確立されたＳＩＰセッションを切断する場合の手順を示したシ
ーケンス図である。
【図１３】本発明にかかる実施の形態によるＰＣ等でＵＤＰを使用する場合において非Ｓ
ＩＰ情報端末装置４のインタフェースがイーサネットの場合におけるセッションを確立し
てデータ通信を行う場合の手順を示したシーケンス図である。
【図１４】本発明にかかる実施の形態による非ＳＩＰ情報端末装置のスイッチやボタンに
よる接点情報を感知してセッション確立しデータ通信を行う場合の手順を示したシーケン
ス図である。
【図１５】図１４において確立されたＳＩＰセッションを切断する場合の手順を示したシ
ーケンス図である。
【図１６】本発明にかかる実施の形態による非ＳＩＰ情報端末装置の接点情報の変化をＳ
ＩＰメッセージに変換し、通信回線にて接続される通信相手に送信する場合におけるセッ
ションを確立してデータ通信を行う場合の手順を示したシーケンス図である。
【図１７】本発明にかかる実施の形態による非ＳＩＰ端末情報装置の接点情報の変化を契
機としてＳＩＰコンバータ側におけるボタンやスイッチ等のＳＩＰセッション切換部を用
いて、通信回線にて接続される通信相手に送信する場合におけるセッションを確立してデ
ータ通信を行う場合の手順を示したシーケンス図である。
【図１８】図１７において確立されたＳＩＰセッションを切断する場合の手順を示したシ
ーケンス図である。
【符号の説明】
【００９１】
　１　　　通信回線
　２　　　回線終端装置
　３　　　ＳＩＰコンバータ
　４　　　非ＳＩＰ情報端末装置
　３０１　回線インタフェース
　３０２　端末インタフェース
　３０３　データバッファ部
　３０４　ＳＩＰセッション処理部
　３０５　データ変換部
　３０６　ＳＩＰセッション切替部
　３０７　構成情報記憶部
　３０８　動作条件設定部
　３０９　制御部
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